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「行政書士法人の手引」の改訂について（周知） 

  

 令和 4年の商業登記規則等の改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記が廃止され

たことを受けて、現在、本会ホームページ上で公開している「行政書士法人の手引」につい

て、添付のとおり改訂しましたので、お知らせいたします。 

各単位会におかれましても、ご活用くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

【添付】 

＜改訂版＞行政書士法人の手引（令和５年１２月） 

 

【参考】日行連ホームページ 

https://www.gyosei.or.jp/info/registration/list/guide 

ホーム＞行政書士とは＞行政書士登録について＞行政書士法人の各種手続 

＞行政書士法人の設立 

https://www.gyosei.or.jp/info/registration/list/guide

